
◎基本情報

主

副

○ 対象 ● 対象外 ○ 対象 ● 対象外

● 経常経費 ○ 臨時的経費

○ 内部管理　　 ○ 法定経費 ○ 指定管理

○ 直営　 ● 一部委託 ○ 全部委託　 ○ 補助助成　 ○ その他

◎事業費

計（事業費＋人件費） 21,945 29,912 19,797 29,912

事業費

の内訳

令和3年度決算

違反広告物除却業務委託費：４，３９６千円
屋外広告物講習会運営費：２１４千円
札幌市広告アドバイザー報酬：３６３千円
その他合計：４２４千円

令和4年度予算

違反広告物除却業務委託費：１３，１０１千円
屋外広告物講習会運営費：２００千円
札幌市広告アドバイザー報酬：３２５千円
その他合計：１，８８６千円

人工 2.0 2.0 2.0 2.0

人件費 14,400 14,400 14,400 14,400

事業費 7,545 15,512 5,397 15,512

うち特定財源 3,244 6,551 2,198 6,551

（単位：千円）

令和2年度決算 令和3年度予算 令和3年度決算 令和4年度予算

0 年度

関連法令・条例・
要綱等

屋外広告物法（札幌市屋外広告物条例、他）

他都市の状況

　他自治体（都道府県、政令指定都市、中核市等）においても、屋外広告物条例を制定しており、これに基づき屋
外広告物の規制等、同様の事業を実施している。

実施結果

　屋外広告物許可申請事務を通じて「良好な景観の形成と風致の維持」と「公衆に対する危害防止」を図ることが
できた。屋外広告物許可制度及び屋外広告物の安全対策に関する普及活動を実施し、平成２８年度より毎年実施
している官民連携の「屋外広告物安全パトロール」は、清田区および西区の２区で実施した。
　また、屋外広告物法による簡易除却制度により、はり紙、はり札等の除却を行い、適正な道路管理に寄与するこ
とができた。

事業実施における
工夫点

　安全管理意識の向上、適正な安全管理に資するため、屋外広告業団体と連携して屋外広告物安全パトロールを
行い、屋外広告物の管理についての普及啓発を継続して行っている。

対象者 市民、事業者 開始 0 年度 終了

事業の性質

事
業
内
容

実施形態

目的

短期

　札幌市屋外広告物条例の目的である「良好な景観の形成と風致の維持」と「公衆に対する危害防止」を図るた
め、条例、規則、その他の規定の整備を行う。

長期

　札幌市屋外広告物条例の目的である「良好な景観の形成と風致の維持」と「公衆に対する危害防止」を図るた
め、条例、規則、その他の規定の整備を行う。

取組内容

　札幌市屋外広告物条例の目的である「良好な景観の形成と風致の維持」と「公衆に対する危害防止」を図るた
め、条例、規則、その他の規定の整備を行うとともに、屋外広告業者、広告主等に対する必要な指導・助言を行
う。また、各区土木部においては、条例、規則等に基づき屋外広告物の許可事務を行い、申請に要する手数料を
徴している。
　なお、道路上の電柱、街路灯などに違法に掲出されるはり紙、はり札、立看板等は、市民からの苦情が最も多
く、これを職員が直接除却するほか、業務委託による除却も実施している。
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◎検証（振り返り）

□ 企画 ■ 実施 □ 評価 □ 対象外 ■ 回答 ■ 反映

● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし

千
円

● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし

○ 改善 ● 現状維持 ○ 休止・廃止

○ 拡充 ● 現状維持 ○ 縮小 ○ その他

千
円

今回の評価

評価の理由
　路上違反広告物は依然として相当数存在するため、除却に係る作業の効率化、関係業者への指導や制度
の周知を継続している。また、安全対策の普及啓発については、平成２８年度から官民連携による屋外広告
物安全パトロールを実施している。

次年度の
取組の
方向性・
改善内容

事業
内容

　従来通り、屋外広告業者及び広告主等に対し指導、助言を行うとともに、路上違反広告物の除却を行うこと
により、屋外広告物法及び札幌市屋外広告物条例の目的である「良好な景観の形成及び風致の維持」と「公
衆に対する危害防止」を図っていく。

予算
現状維持とする。縮小した場合、違反広告物、危険広告物が放置され
ることとなり、景観への悪影響、公衆への危険が高まることが予想さ
れるため。

見直し効果額 0

前回の評価

今年度取り組んだ
見直し内容

　平成２６年度に発生した看板落下事故を受けて、平成２７年度から
実施している安全対策の普及啓発活動に継続して取り組んでいる。 見直し効果額

（前年度）
0

市民参加の実施 市民参加結果への対応

今後の改善点

今年度の取り組みを検証し、来年度以降の継続方法及び新規対策の必要の有無を検討する。

事業の実施手法
（事業の効率性、

実施主体は適切か）
A

違反広告物の除却業務について業者に委託し、効率的な事業執行を行っている。

対象者の満足度
（対象者のニーズ
に応えているか）

A

　屋外広告業者及び広告主等に対し指導、助言を行うとともに、路上違反広告物の除却を行うこ
とにより、屋外広告物法及び札幌市屋外広告物条例の目的である「良好な景観の形成及び風致
の維持」と「公衆に対する危害防止」に一定の成果を上げていると考える。

事業の成果
（目的をどの程度
達成できたか）

A

違反広告物除却件数：４，５２６件
屋外広告物講習会：１１月に北海道と共催
車体全面広告に係るアドバイザー会議：９回開催

事業規模
（事業ボリューム

は適切か）
A

　屋外広告物法、条例に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市が地域の実情に応じて適宜
事業を実施している。
　本市においては、屋外広告物の許可申請や違反広告物の除却業務を、その広告物が掲出され
る区の土木部維持管理課が担い、一定の成果を上げていると考える。

項目 判定 理由

成果指標２

指標名

令和2年度実績 令和3年度目標 令和3年度実績 令和4年度目標

成果指標１

指標名

令和2年度実績 令和3年度目標 令和3年度実績 令和4年度目標

20000

活動指標２

指標名

令和2年度実績 令和3年度予定 令和3年度実績 令和4年度予定

活動指標１

指標名 路上違反広告物除却件数

令和2年度実績 令和3年度予定 令和3年度実績 令和4年度予定

16779 20000 4526


